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国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 

（競争参加者は事前に必ずお読みください。） 

 



別記第２号（第１８条関係） 

国立大学法人 

奈良先端科学技術大学院大学 

発注工事等に係る競争加入者心得 

 
（趣旨） 

第１ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）で発注する建設工事

及び設計・コンサルティング業務の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札

その他の取扱いについては、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則、国立大学法

人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程（以下「規程」という。）その他の規程及び

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学工事請負等契約細則に定めるもののほか、この心得

の定めるところによるものとする。 

 
（競争加入者の資格） 

第２ 一般競争又は指名競争に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）は、規程第 

７条及び第８条の規定に該当しない者であって、本学が競争に付する都度別に定める資格を有

する者であること。 

 
（入札保証金） 

第３ 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた

場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の１００分の５以上の入

札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 

 
（入札保証金等の納付） 

第４ 競争加入者は、入札保証金を様式第１号の入札保証金納付書（以下｢入札保証金納付書｣とい

う。）に添えて、本学に提出しなければならない。 

 
第５ 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が金融機関の保証であるときは、当該保証を

証する書類を入札保証金納付書に添付して、提出しなければならない。なお、担保の価値は保

証金額とする。 

 
第６ 競争加入者は、第４及び第５の規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出する

ときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入

者の氏名（法人にあっては、その名称又は商号）を明記するものとする。この場合において、

入札保証金が現金であるときはその金額を、入札保証金として担保を提供するときは当該担保

の種類に応じ必要な事項を併せて明記するものとする。 

 
第７ 競争加入者は、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、

当該契約に係る保険証券を本学に提出しなければならない。 

 
（入札保証金等の還付） 



第８ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したとき

は契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき

者に対しては契約書を取りかわした後（契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始し

た後）にこれを還付するものとする。 

 
（入札保証金の本学帰属） 

第９ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ば

ないときは、本学に帰属するものとする。 

 
（入札） 

第１０ 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また別に定める暴力団

排除に関する誓約事項に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、

図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができ

る。 

 
第１１ 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５ 

４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２  競争加入者は、入札に当たっては競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札

意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

３  競争加入者は、落札者の決定前に他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはな

らない。 

４ 競争加入者は、公正入札調査委員会等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を

求められたときは、その求めに応じなければならない。 

 
（入札辞退） 

第１２ 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入

札を辞退することができる。 

（１）入札執行前にあっては、様式第２号の入札辞退届を本学に直接持参又は郵送（入札執行日

の前日までに到達するものに限る。）により提出するものとする。なお、電子入札システム

により入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出する

ことができる。 

（２）入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、本学に直接提出する

ものとする。 

２  入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるもの

ではない。 

 
（代理人） 

第１３ 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となること

はできない。 

 
第１４ 競争加入者は、規程第７条及び第８条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とする

ことはできない。 



（入札場の自由入退場の禁止） 

第１５ 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（第１７にお

いて「入札関係職員」という。）及び第２９に規定する立会い職員以外の者は入場することができ

ない。 

 
第１６ 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することがで

きない。 

 
第１７ 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競

争（指名競争）参加資格認定通知書（一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等

を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。）及び身分証

明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出し

なければならない。 

 
第１８ 競争加入者又はその代理人は、本学が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、

入札場を退場することができない。 

第１９ 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。

第２０ 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札 

場から退去させるものとする。 

 
（入札書の提出） 

第２１ 競争加入者は、様式第３号による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、か

つ、その封皮に競争加入者の氏名（法人にあっては、その名称又は商号）及び入札件名を表記

し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければなら

ない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上にお

いて作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するも

のとする。 

２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の

行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工

事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 

 
第２２ 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、本学においてやむを得な

いと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒と

し、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、提出しなけ

ればならない。 

 
第２３ 第２２の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無

効とする。 



 

第２４ 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その

名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し

て押印しておかなければならない。 

２  代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなけれ

ばならない。 

 
（入札書の入札金額の訂正） 

第２５ 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。 

 
（入札書の引換え等の禁止） 

第２６ 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

 
（競争入札の取りやめ等） 

第２７ 本学は、競争加入者が連合し又は不穏の行動をする等の場合で競争入札を公正に執行でき

ない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、

若しくはこれを取りやめることができる。 

 
（無効の入札） 

第２８ 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。 

（１）一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出し

た入札書 

（２）指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書 

（３）入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書 

（４）競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）の記載及び

押印のない又は判然としない入札書（電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得し

ていない者の提出した入札書） 

（５）代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号

及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のな

い又は判然としない入札書（記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名（法

人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である場合

には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。）（電子入札シ

ステムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書） 

（６）入札件名の表示に重大な誤りのある入札書 

（７）入札金額の記載又は記録が不明確な入札書 

（８）入札金額を訂正した入札書 

（９）納付した入札保証金の額が入札金額の１００分の５に達しない場合の当該入札書 

（１０）入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到着しなかっ

た入札書 



（１１）公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提

出した入札書 

（１２）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 
（開札） 

第２９ 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争

加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて

これを行う。 

 
（落札者の決定） 

第３０ 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格（国立大学法

人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第５０条第３項に規定する契約にあっては、価格その

他条件が本学にとって最も有利なもの）をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

 
第３１ 予定価格が１千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る

価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格

（国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第５０条第３項に規定する契約にあって

は、価格その他条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの）をもって申込みをした

者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあると認められる申込みをした者は、本学の行う調査に協力しなければならな

い。 

 
第３２ 予定価格が１千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると

きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格（国立大

学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第５０条第３項に規定する契約にあっては、価格

その他条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの）をもって申込みをした者を契約

の相手方とすることがある。 

 
第３３ 第３１及び第３２の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札

結果を通知する。 

 
（再度入札） 

第３４ 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が

ないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合に

おいて、直ちに再度の入札を行うことができないときは、本学が指定する日時において再度の

入札を行う。 



（同価格の入札をした者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第３５ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、電子入札システム

の備える電子くじを用いて落札者を決定する。ただし、電子入札システムによらない入札をし

た者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。この場合において、当該入

札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときには、入札執行事務に関係の

ない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 

 
（契約書の作成） 

第３６ 契約書を作成する場合においては、落札者は、本学から交付された契約書案に記名押印し、

落札決定の日から１０日以内（落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、本学が合理

的と認める期間）に、これを本学に提出するものとする。 

 
第３７ 落札者が第３６に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すもの

とする。 

 
（請書等の提出） 

第３８ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第３６に定める期間内に請書その他

これに準ずる書類を本学に提出しなければならない。ただし、本学がその必要がないと認めて

指示したときは、この限りではない。 

 
（契約保証金の納付等） 

第３９ 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととさ

れた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の１００分の１０以上〔１００分の３０以上〕

の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。【注： 

〔 〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に、下線部に代えて記載する。】 

 
第４０ 契約の相手方は、契約保証金を様式第４号の契約保証金納付書（第４２において「契約保

証金納付書」という。）に添えて、本学に納付しなければならない。 

 
第４１ 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続は、入札保証金に代わる担保に関す

る定めを準用する。 

 
第４２ 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保

証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、本学に

提出しなければならない。 

 
第４３ 契約の相手方は、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合

には、当該契約に係る保険証券を本学に提出しなければならない。 

 
第４４ 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する

証券を本学に提出しなければならない。 



 
 

（契約保証金の本学帰属） 

第４５ 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した

者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属するものとする。 

 
（契約保証金の還付） 

第４６ 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証

金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。 

 
（異議の申立） 

第４７ 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は

不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 



様式第１号 
 

 

 
 

入札保証金納付書 

 

 

 
（入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として担保を納付するときはその種類と金額） 

 

 

 

 
〔件名〕 

 

 
 

上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。 

この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告（指名通知書）に示された手続をしなかったと

きは、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学に帰属するものであることを了承しました。 

 

 

（元号） 年 月 日 

 

 

 

 

 

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中 

 

 

 

 

 

競争加入者 

 

〔住 所〕 

〔氏 名、押印〕 



様式第２号 
 

 

 
 

入 札 辞 退 届 

 

〔件名〕 

 

 
 

このたび、都合により入札を辞退いたします。 

 

 

 

 
（元号） 年 月 日 

 

 
 

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中 

 

 

 
 

競争加入者 

 

〔住 所〕 

 

〔氏 名、押印〕 



様式第３号 

 

入 札 書 

 

 

 
 

〔件名〕 

 

入 札 金 額 金 円也 

 

 
 

〔基準等の名称〕を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の〔「工事」又は「業務」〕を実施するものと

して、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

 

 

 
（元号） 年 月 日 

 

 
 

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中 

 

 

 

 
競争加入者 

 

〔住 所〕 

 

〔氏 名、押印〕 

 

 

 

 

 

 
 

備考 

（１）競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 

（２）代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又は商号及

び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。 

（３）〔基準等の名称〕には、「工事請負契約基準」、「設計業務委託契約基準」、「測量調査等請負契

約基準」等を記載すること。



様式第４号 
 

 
 

契約保証金納付書 

 

 

 
（契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として担保を納付するときはその種類と金額） 

 

 

 

 
〔件名〕 

 

上記の契約保証金として、上記金員を納付します。 

この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学に帰属す 

るものであることを了承しました。 

 

 
 

（元号） 年 月 日 

 

 

 

 
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中 

 

 
 

受 注 者 

〔住 所〕 

 

〔氏 名、押印〕 


	別記第２号（第１８条関係）
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